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経年分析による空き家の発生要因と利活用要件
―歴史的町並みエリアにおけるケーススタディ―



1. 研究の背景と目的

2023年に我が国の空き家率は13.8％の過去最高値を記録し,

空き家の増加により歴史的町並みの喪失,建築物の維持・保全も課題となっている1)

1)総務省統計局(2024.9)｢令和5年住宅･土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計結果｣

2023年「空家等対策の推進に関する特別措置法」改正
空き家の利活用を重点的に図る区域(空家等活用促進区域)の指定が新たに可能となった

指定している自治体は全国でわずか1件（千葉県鎌ケ谷市）

法改正によって自治体に付与された権限を活用する動きは低調

各種法定計画に基づく区域が混在している地域では,法定計画区域ごとに設けられる
基準や制限によって,空き家の発生・利活用の実態が異なっていることが想定される



1. 研究の背景と目的

詳細な基準や制限がある地域とない地域の,空き家発生・利活用の要件の違いを把握
することは,今後の空き家対策や「空家等活用促進区域」などの区域設定に資する

図1 2005時点の地区計画区域 図2 2023時点の地区計画区域と伝建地区

北台南台伝統的建造物群保存地区(以下,伝建地区)が都市計画決定

2005年

2016年

城下町地区計画区域(以下,地区計画区域)

詳細な修景基準や制限によって建築物の保全を図っている

大分県杵築市を対象に,空き家の発生要因・利活用要件を明らかにし,
将来的に,空き家になりやすい建物と利活用されにくい空き家を特定する

【大分県杵築市】

優先的に利活用策を講じるべき建物を特定する



２．研究対象地の概要

図3 大分県杵築市城下町地区

1189棟

許可基準及び詳細な修景基準が定められている「伝建地区」
修景基準のみ定められている「地区計画区域」
修景基準が無い「伝建地区と地区計画区域の範囲外(以下,範囲外)」

幹線道路,都市計画
道路,自然条件(河川)
により区画した



３．研究の方法
空き家になった建物,利活用された空き家を特定するため,
2014年と2023年時点における建物の利用状況の変化から1189棟を4つに分類

図4 各分析のサンプルとその数

分析手法：数量化Ⅱ類

Ex) 利用→空き家，空き家→利用

建物に関する3アイテム

敷地に関する15アイテム

空き家の発生と利活用に影響を与えるアイテムとその程度を特定する

表１アイテム

1 新築年（西暦）
2 構造
3 敷地面積（㎡）
4 標高（m）
5 接道長さ（m）
6 指定道路
7 バス停距離（m）
8 道路境界上工作物
9 角地

10 行き止まり道路
11 旗竿地
12 車の横づけ可否
13 敷地アクセス段差
14 用途地域
15 地区計画･伝建地区
16 土砂災害警戒区域
17 居住誘導区域

アイテム名

建
物

敷
地

目的変数：ⅰまたはⅱ

ⅲまたはⅳ

説明変数：18アイテム



表３ 利用化カテゴリースコア表２ 空き家化カテゴリースコア

４,５．空き家化・利活用の要因分析

【空き家化】
｢建築年1945年以前｣｢接道長さ2ｍ未満｣
｢接道無し｣｢2項道路｣｢準住居地域｣

【空き家継続】
｢建築年1945年以前」｢接道長さ2ｍ未満｣
｢軽量鉄骨造･鉄骨造｣｢敷地面積300㎡以上｣

｢建築年1945年以前｣｢接道長さ2ｍ未満｣は空き家化,空き家継続に共通の条件であり,
これらの条件に該当する建物は空き家になりやすく,利活用が進みにくい

カテゴリースコア（表2,3）：説明変数が空き家化・空き家継続に与える影響度



特に伝建地区に集中しており,
■両条件を満たす建物は
伝建地区にのみ存在している

空き家化,空き家継続共通の条件
■建築年1945年以前
■接道長さ2ｍ未満

図5  ｢建築年1945年以前｣｢接道長さ2ｍ未満｣に該当する建物

建築物の建築確認･検査が厳格化

【建築基準法改正（2025.4）】
接道義務を満たさない小規模な建物が,
大規模修繕,再建築不可能になった

伝建地区内では,景観保全のため,
建物を｢除却｣｢修繕｣する際の
制限や届出が厳格

【文化財保護法】

空き家化した後においても,老朽化への対応として除却や大規模修繕,再建築を行うこと
が制度上困難であり,今後さらに空き家の放置や空き地化が進行する可能性が高い

４,５．空き家化・利活用の要因分析



６.将来予測による用途特例が推奨される建物の特定
分析結果を基に,利活用促進のための用途特例が推奨される建物を特定するため,建物利用
状況の変遷(2014-2023年)に基づくカテゴリースコアから,今後10年間の変遷を予測する

Si  = Σ aj k ( i ) 
j

(1)
Si         ：サンプル i のサンプルスコア

    aj k ( i ) ：アイテム j においてサンプル i が
属するカテゴリー k のカテゴリースコア

判別的中点(Cr･Cv)を閾値として,現状利用されている建物に対して2分類,
現状の空き家に対して2分類の計4分類に予測した

4分類それぞれの建物棟数の集計とプロットを行った

各サンプル( i )が属するカテゴリースコア（ ）を加算し,
求めたサンプルスコア（ ）を将来予測に用いた（式（１））

    aj k ( i ) 
Si         

将来予測の方法

図6 将来予測の流れ

Si ＜ Cr (= -0.386) 
Si ≧ Cr 利用継続

空き家化

Si ＜ Cv (= -0.288) 
Si ≧ Cv 利用化

空き家継続

利
用

空
き
家



表4 将来予測の集計結果

６.将来予測による用途特例が推奨される建物の特定

現状利用されている建物1071棟

現状空き家である建物118棟

建物利用状況

空き家継続
伝建地区 50(31.6%) 49(98.0％) 108 158 19(95.0%) 1 20 178

地区計画区域 53(23.9%) 49(92.5％) 169 222 22(91.7%) 2 24 246
範囲外 212(30.7%) 153(72.2％) 479 691 57(77.0%) 17 74 765

計 315(29.4%) 251(79.7%) 756 1071 98(83.1%) 20 118 1189
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図7 将来空き家であると予測された建物

空き家化：315棟（29.4％）
約3割が空き家化の可能性高

空き家継続：98棟（83.1%）

今後,特に伝建地区内で
空き家の利活用が進みにくい

図7に,現状の建物利用状況（利用（1071棟）・空き家（118棟））を示す

8割以上の空き家が,今後も
利活用されない可能性高

【伝建地区】
空き家継続：19/20棟(95.0%)

【空き家→空き家（空き家継続）】

【利用→空き家（空き家化）】



図7 将来空き家であると予測された建物

６.将来予測による用途特例が推奨される建物の特定
空き家化すると予測された建物を対象に,空き家化した後も空き家継続する可能性が高い
建物を特定した

伝建地区：49/50（98.0%）
地区計画区域：49/53（92.5%）

伝建地区と地区計画区域で
「空家等活用促進区域」を設定

建物利用状況

空き家継続
伝建地区 50(31.6%) 49(98.0％) 108 158 19(95.0%) 1 20 178

地区計画区域 53(23.9%) 49(92.5％) 169 222 22(91.7%) 2 24 246
範囲外 212(30.7%) 153(72.2％) 479 691 57(77.0%) 17 74 765

計 315(29.4%) 251(79.7%) 756 1071 98(83.1%) 20 118 1189
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表4 将来予測の集計結果

9割以上が,空き家化後も
空き家継続の可能性が高い

【利用→空き家→空き家】

将来,空き家継続の可能性
が高い建物（■■）を対象に,
用途特例を適用することが有効

【利活用促進のための提案】

景観保全のため,空き家継続
が喫緊の課題となる

伝建地区では,用途変更に伴う
修繕が,文化財保護法の現状変更
に該当する可能性がある



図7 将来空き家であると予測された建物
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建物を特定した

伝建地区：49/50（98.0%）
地区計画区域：49/53（92.5%）

建物利用状況

空き家継続
伝建地区 50(31.6%) 49(98.0％) 108 158 19(95.0%) 1 20 178
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表３ 将来予測の集計結果

9割以上が,空き家化後も
空き家継続の可能性が高い

【利用→空き家→空き家】

伝建地区においては, ｢修繕｣に関する特例を適用することが有効

建築基準法上,確認が不要な修繕の範囲を明示
修繕と大規模修繕との区分

具体的には…

これらの用途変更に伴う修繕を,自治体が定める「文化財保存活用計画」の中で,
伝統的建造物としての価値を損なわない修繕として事前に位置づけることが重要

伝建地区と地区計画区域で
「空家等活用促進区域」を設定
将来,空き家継続の可能性
が高い建物（■■）を対象に,
用途特例を適用することが有効

【利活用促進のための提案】

伝建地区では,用途変更に伴う
修繕が,文化財保護法の現状変更
に該当する可能性がある



空き家の発生要因・利活用要件
7．総括

空き家発生,利活用の要因を特定するため,2014年から2023年の建物利用状況の変化を
目的変数にした数量化Ⅱ類を実施した
【空き家化】
｢建築年1945年以前｣｢接道長さ2ｍ未満｣
｢接道無し｣｢2項道路｣｢準住居地域｣

【空き家継続】
｢建築年1945年以前」｢接道長さ2ｍ未満｣
｢軽量鉄骨造･鉄骨造｣｢敷地面積300㎡以上｣

制度的制約との関係から,空き家の放置や空き地化が加速する可能性を示唆した

伝建地区と地区計画区域において,

「空家等活用促進区域」を設定する
必要性を提示した

伝建地区においては,制度上の不明確性を有する
領域を整理し,特例を適用する必要性を提示した

将来予測による用途特例が推奨される建物の特定

図8 用途特例が推奨される建物

分析結果を基に,将来予測を行った
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